
活動報告
【会合】

インドネシアＪＣＣ会合に参加して

国際協力部教官
髙　橋　一　章

１　はじめに
　令和６年７月２３日から同月２６日までの間、インドネシアジャカルタへ出張した。
　インドネシアでは、令和３年１０月から、法務人権省法規総局（以下「ＤＧＬ」とい
う。）及び最高裁判所（以下「ＳＣ」という。）を実施機関として、以下のＪＩＣＡプロ
ジェクトを開始した。
　・法令間の整合性に関するドラフターの能力向上（実施機関：ＤＧＬ）
　・�知財事件等のビジネス関連事件に関する裁判官の法的判断及び訴訟運営に関する能

力向上（実施機関：ＳＣ）
　今般、ＤＧＬ及びＳＣから、上記プロジェクトの進捗状況を報告する年次会合（以下
「ＪＣＣ」という。）を実施するため、当部に対し当該会合への参加の打診があった。
　本出張は、ＪＣＣへ出席し、現行プロジェクトの進捗状況を確認するとともに、現行
プロジェクトに関する協議を実施することを主たる目的に実施したものである。
　また、インドネシアでは来年９月の現行プロジェクト終了を控え、現在、次期プロ
ジェクトに関する協議も進んでいる。次期プロジェクトはインドネシアのＯＥＣＤ加盟
に向けた支援を予定しているところ、当該プロジェクトは在インドネシア日本国大使館
（以下「インドネシア大使館」という。）の関心が高いことから、この出張の機会に、次
期プロジェクトに関して同大使館と協議することも本出張の目的の一つであった。
　加えて、法務総合研究所国際協力部（以下「ＩＣＤ」という。）は、現在、ＡＩＣＨ
Ｒ（ＡＳＥＡＮ政府間人権委員会）タイ代表から、本年９月にＡＩＣＨＲが開催するビ
ジネスと人権に関連するワークショップにパネリストとしての参加を打診されている。
そこで、ＡＳＥＡＮ代表部と上記ワークショップに関する協議をすること、ＡＳＥＡＮ
代表部における上記ワークショップの位置付けや同代表部が具体的に当部に期待する役
割等について協議することも予定していた。

２　出張者及び日程
　今回の出張には、当部の建元亮太部長と本職の２名でインドネシアジャカルタへ出張
した。出張日程は以下のとおりである。
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/ 火 移動 移動

23

7 14:00 15:30

/ 水 SC事務所訪問 JICAインドネシア事務所訪問

24

7 10:00 14:00 21:00

/ 木 帰国

25

7

/ 金

26

8:30 10:00

大使公邸 インドネシア大使館

ASEAN大使表敬 インドネシア次席表敬

ＪＣＣ
ＡＳＥＡＮ代表部参事官及び現地専門家
と打合せ（@DGL）

日本着

6:30

３　出張結果
⑴　ＪＣＣへの参加
　ＪＣＣは、別添資料「ＡＧＥＮＤＡ」及び「会合資料」のとおり実施された。それ
ぞれの実施機関から、現行プロジェクトの進捗状況と同プロジェクトの終了に向けた
今後の活動予定が報告された。
　いずれのプロジェクトについても、プロジェクト開始当初の予定よりはその進捗に
若干遅れがみられるものの、来年度のプロジェクト終了時に予定されている活動が終
了するように調整しつつ今後の活動を滞りなく進める予定であることが報告された。
それぞれの実施機関を担当する各長期専門家からも、プロジェクトの進捗に若干遅延
がみられるが、現状を踏まえて今後の活動スケジュールを調整することで全体として
問題なくプロジェクトが終了する見込みであることが報告された。
　ＪＣＣ全体として活発な議論がなされたほか、両実施機関が共同して関わる活動が
提案されるなど、関係機関が非常に積極的にプロジェクトに関与している状況がみら
れた。
⑵　インドネシア大使館への表敬・協議
　インドネシア大使が夏季休暇取得のため、次席公使への表敬及び協議を実施した。
インドネシア大使館からは、これまでのＩＣＤのインドネシアにおける活動について
感謝の意が表された。また、次期プロジェクトがインドネシアのＯＥＣＤ加盟に資す
る内容を含むものとなっていることなどについて、大使館の問題意識に沿うものであ
り、今後も可能な限りサポートしていきたいとの意向が示された。
⑶　ＡＳＥＡＮ代表部への表敬・協議
　ＡＳＥＡＮ外相会合へ出席予定であった大使の出発時間が迫っていたことなどか
ら、代表部ではなく大使公邸において大使を表敬し、今後のＡＩＣＨＲとの関係に関

103ICD NEWS 　第100号（2024.11）



する協議を実施した。
　大使から、ビジネスと人権という非常に難しく、また、各省にまたがるような複雑
なテーマにつき、ＩＣＤが積極的に取り組んでいることへの謝意が述べられたほか、
当該テーマはＡＳＥＡＮ諸国のみならず、我が国の民間セクターにもひ益するもので
あることから、スピード感をもって取り組むことが必要だとの考えが示された。ＩＣ
Ｄとしても、ビジネスと人権の重要性は理解しつつも、新しい分野であることから、
今後の活動にあたってはＡＳＥＡＮ代表部からも情報や知見の提供を受けつつ進めて
いきたいと説明したところ、大使から、最大限サポートするとの発言が得られた。

４　おわりに
　ＪＣＣでは、プロジェクトに関わる関係者が多数出席し、プロジェクトの進捗状況の
みならず、関係機関同士が連携して活動をすることにつき具体的な提案が共有された。
通常のプロジェクト活動では、それぞれの機関がそれぞれの活動を進めることが中心と
なるため、このように多数の関係者が一堂に会することで関係機関相互間が意見を述べ
合う機会を設定することは関係機関によって重要な機会になっているのだと感じた。
　また、ＪＣＣに参加することによって、各関係機関がそれぞれ真剣にプロジェクトに
臨んでいる姿勢を直接感じることができた。これは、普段日本でプロジェクトを支援し
ている我々にとって非常に意味のあることだと思う。来年度の終了に向けて様々な活動
を今後実施していくことになるが、プロジェクトを成功裏に終了させるべく、引き続き
日本からも最大限サポートしながら業務を遂行していきたい。
　また、同時並行で進めている次期案件に関しても、当該案件にはＯＥＣＤ加盟やビジ
ネスと人権といった比較的新しい概念を取り込んだものを想定しているところ、インド
ネシア大使館やＡＳＥＡＮ代表部が当該次期案件に注目していることも認識することが
できた。加えて、本出張で、大使館や代表部がどのような考えをもって次期プロジェク
トに注目しているのかという点も含めて意見交換することができた。今後、現行プロ
ジェクト同様次期案件形成業務も佳境を迎えるが、ＩＣＤとしてインドネシアに対して
シームレスな支援が継続できるよう適切にサポートしていきたいと考えている。
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